
曽根天満宮南側『歩道』の交通規制が変わりました。

～ 高 砂 警 察 署 か ら の お 知 ら せ ～

自 転 車 は 原 則 、 車 道 を 通 行 し て く だ さ い 。
歩道上は、通学児童等の『歩行者が最優先』となります
ので原則、自転車は歩道を通行できません。

自 転 車 は 『 自 動 車 と 同 じ 車 両 』 で す 。 。
皆 様 の ご 理 解 ・ ご 協 力 を お 願 い 致 し ま す 。
お問い合わせ先 高砂警察署交通課 ０７９－４４２－０１１０

･･･は、これまで自転車の歩道
通行が可能であった場所
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曽根小学校正門自転車の通行方法について周辺の歩道
と統一を図るため、歩道上を自転車が通
行することが可能とする交通規制を令和
７年１月末で廃止しました。
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山電 曽根駅

曽根天満宮

自転車は車道を通行することが原則ですが、
例外的に歩道を通行することができる場合があります。

・子供（13歳未満）
・ 70歳以上の方
・身体の不自由な方
・車道を通ると危ないとき

道路標識により自転車の
通行ができると定めた場所

※ 詳しくは道路交通法第63条の４第１項を確認してください。

自転車で歩道上を通行することができる場合
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